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新型コロナウイルスワクチン接種に関する意見書 

 

京都府で１月１３日に再発出された緊急事態宣言は、府民・事業者の皆様のご協

力や医療従事者の皆様のご奮闘などによって、新規感染者数や重症患者数が大幅に

減少し、２月２８日をもって解除された。 

しかし、感染力が強いとされる変異ウイルスの広がりや感染拡大の第４波を懸念

する声が出ている。こうした状況下、収束に向けてワクチンへの期待が高まる中、

２月１７日から医療従事者への接種が開始され、４月からは６５歳以上の高齢者へ

の接種が始まる予定となっている。 

ついては、国におかれては、都道府県及び市町村と連携・協力し、ワクチン接種

が円滑かつ着実に進むよう、下記の事項について迅速に取り組まれるよう強く要望

する。 

記 

 

１ 市民へのワクチン接種が円滑かつ迅速に実施できるよう、ワクチン接種の意義

を示すとともに、安心して接種できるよう、市民に対して副反応などの具体的な

情報の周知・広報を行うこと。また、医療従事者等の接種において明らかとなっ

たワクチン接種の運営上の課題及びその対策などを速やかに市民に示すこと。 

 

２ 国内で製造されるワクチンの早急な承認手続きを進めるなど、必要量のワクチ

ンを速やかに確保するとともに、国の責任において接種体制を整え、供給される

ワクチンの種類や量、また供給時期などのスケジュールをいち早く都道府県及び

市町村に示すこと。  

 

３ ワクチン接種のスケジュールの決定に当たっては、実務や調整を行う都道府県

及び市町村の意見を反映し、国が責任を持って現実的な計画を提示すること。ま

た、ワクチン接種に際しては、市町村が作成する接種計画を尊重し、ワクチン接

種を希望する方が速やかに接種を受けられるよう、複数自治体での広域接種や医

療体制が脆弱な地域への支援策を講じること。 

 

４ 第３次補正予算の成立を受けて、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事

業の上限額が示されたところであるが、接種体制の整備に係る費用に自治体の負

担が生じないよう、引き続き、都道府県及び市町村の意見も踏まえ、国の責任に

おいて必要な措置を請じること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。  

  

 令和３年３月２３日 

京都府向日市議会 


